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１【提出理由】

　2021年４月14日開催の当社取締役会において、特定子会社の異動に係る決議を行いましたので金融商品取引法第24条

の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの

であります。

 

２【報告内容】

(1）当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

①　名称　　　　：EBARA FOODS (THAILAND) CO., LTD.

②　住所　　　　：タイ王国　バンコク市内

③　代表者の氏名：Director 佐藤 紀和

④　資本金　　　：130,000,000タイバーツ

⑤　事業の内容　：食品製造販売及び貿易事業

 

(2）当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に

対する割合

①　当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

異動前：　　 －個（うち間接所有分 　　－個）

異動後：130,000個（うち間接所有分129,997個）

②　総株主等の議決権に対する割合

異動前：　 －％（うち間接所有分 　－％）

異動後：100.0％（うち間接所有分100.0％）

 

(3）当該異動の理由及びその年月日

①　異動の理由　：当社の連結子会社であるEBARA SINGAPORE PTE.LTD.による当該子会社（孫会社）の設立に伴い、

同社の資本金の額が当社の資本金の額の100分の10以上に相当し、特定子会社に該当するためで

あります。

②　異動の年月日：2021年６月（予定）

 

以　上
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